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政
令
第
二
百
六
十
一
号

米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
二
十
六

号
）
第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
一
条
第
八
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
米
穀
を
原
材
料
と
す
る
飲
食
料
品
）

第
一
条

米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条

第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
飲
食
料
品
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

米
穀
粉
、
米
穀
の
ひ
き
割
り
し
た
も
の
及
び
ミ
ー
ル
そ
の
他
米
穀
を
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
加
工
し
た

も
の
（
こ
れ
ら
の
調
製
食
料
品
（
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て

、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）

二

米
菓
生
地

三

も
ち

四

だ
ん
ご
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五

米
穀
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
加
熱
に
よ
る
調
理
そ
の
他
の
調
製
を
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
粒
状
の
も
の
（
こ
れ
を
含
む

料
理
そ
の
他
の
飲
食
料
品
を
含
む
。
）

六

米
菓

七

米
こ
う
じ

八

清
酒

九

単
式
蒸
留
し
ょ
う
ち
ゅ
う

十

み
り
ん

（
指
定
米
穀
等
）

第
二
条

法
第
二
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
米
穀
等
は
、
米
穀
（
飼
料
用
の
も
の
そ
の
他
の
食
用
に
供
し
な
い
も
の
を
除
く

。
）
及
び
前
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
消
費
者
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
な
い
権
限
）

第
三
条

法
第
十
一
条
第
八
項
の
政
令
で
定
め
る
権
限
は
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
権
限
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）
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第
四
条

法
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
の
権
限
（
法
第
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
国
税
庁
長
官
に
委
任

す
る
。
た
だ
し
、
財
務
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

第
五
条

法
に
規
定
す
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
地
方
農
政
局

長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
（
米
穀
事
業
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
並
び
に
事
業
場
及
び
店
舗
が

一
の
地
方
農
政
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
も
の
に
関
す
る
も
の
（
第
七
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知

事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）

当
該
地
方
農
政
局
の
長

二

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
前
号
に
定
め
る
地
方
農
政
局
長
の
勧
告
（
第
七
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
同
項

第
一
号
に
定
め
る
都
道
府
県
知
事
が
し
た
勧
告
を
含
む
。
）
に
係
る
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
米
穀
事
業

者
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
並
び
に
事
業
場
及
び
店
舗
が
一
の
地
方
農
政
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
も
の
に

関
す
る
も
の
（
第
七
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。

）
に
限
る
。
）

当
該
地
方
農
政
局
の
長

三

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
米
穀
事
業
者
又
は
米
穀
等
の
運
送
業
者
若
し
く
は
倉
庫
業
者
（
以
下
「
米
穀
事
業
者
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等
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
報
告
の
徴
収

当
該
米
穀
事
業
者
等
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
農
政
局

長
四

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
米
穀
事
業
者
等
に
関
す
る
立
入
検
査

当
該
立
入
検
査
に
係
る
場
所
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
地
方
農
政
局
長

第
六
条

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
国
税
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た
権
限
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
者
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
国
税
庁
長
官
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
（
米
穀
事
業
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
並
び
に
事
業
場
及
び
店
舗
が

一
の
国
税
局
（
沖
縄
国
税
事
務
所
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
も
の
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。

）

当
該
国
税
局
の
長

二

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
前
号
に
定
め
る
国
税
局
の
長
の
勧
告
に
係
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
米

穀
事
業
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
並
び
に
事
業
場
及
び
店
舗
が
一
の
国
税
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
も
の

に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）

当
該
国
税
局
の
長

三

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
米
穀
事
業
者
等
に
対
す
る
報
告
の
徴
収

当
該
米
穀
事
業
者
等
の
主
た
る
事
務
所
の
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所
在
地
を
管
轄
す
る
国
税
局
長
（
沖
縄
国
税
事
務
所
長
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

四

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
米
穀
事
業
者
等
に
関
す
る
立
入
検
査

当
該
立
入
検
査
に
係
る
場
所
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
国
税
局
長
又
は
税
務
署
長

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
）

第
七
条

法
に
規
定
す
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
及
び
法
第
十
一
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
消
費
者
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た
権

限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
た

だ
し
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
（
米
穀
事
業
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
並
び
に
事
業
場
及
び
店
舗
が

一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
み
に
あ
る
も
の
（
以
下
「
地
域
米
穀
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
米
穀
等
の
販
売
、
輸
入
、

加
工
、
製
造
又
は
提
供
の
事
業
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
法
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
消
費
者
庁
長
官
又
は
農
林
水
産
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
（
地
域
米
穀
事
業
者
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事
務

当
該
都
道

府
県
の
知
事

二

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
前
号
に
定
め
る
都
道
府
県
知
事
の
勧
告
に
係
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
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地
域
米
穀
事
業
者
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事
務

当
該
都
道
府
県
知
事

三

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
米
穀
事
業
者
等
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
に
関
す
る
事
務

当
該
米
穀
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

四

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
米
穀
事
業
者
等
に
関
す
る
立
入
検
査
に
関
す
る
事
務

当
該
立
入
検
査
に
係
る
場
所

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

２

前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
中
同
項
本
文
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
内
閣
総
理
大
臣
又
は
農
林
水
産
大
臣
に
関
す

る
規
定
（
法
第
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
都
道
府
県
知
事
に
関
す
る
規
定
と
し
て
都
道
府
県
知

事
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
内
閣

府
令
・
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
消
費
者
庁
長
官
及
び
農
林
水
産
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
（
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号

に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
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農
林
水
産
大
臣
に
（
当
該
事
務
が
法
第
四
条
、
第
八
条
又
は
第
九
条
の
規
定
の
施
行
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
内
閣
府
令
・
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
消
費
者
庁
長
官
及
び
農
林
水
産
大
臣
に
）
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

消
費
者
庁
長
官
又
は
農
林
水
産
大
臣
は
、
地
域
米
穀
事
業
者
に
つ
い
て
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
又

は
立
入
検
査
を
行
っ
た
結
果
、
当
該
地
域
米
穀
事
業
者
が
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
を
遵
守
し
て
お
ら
ず
、
又
は
正
当
な
理

由
が
な
く
て
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
係
る
措
置
（
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
に
定
め
る
都

道
府
県
知
事
が
し
た
勧
告
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
っ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
都
道
府
県
知
事

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
消
費
者
庁
長
官
若
し
く
は
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
同
項
第
三
号
又
は
第
四
号

に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
と
き
は
、
相
互
に
密
接
な
連
携
の
下
に
行
う
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
、
第
三
条
、
第
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五
条
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
条
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七

条
第
一
項
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
項
及
び
第
五
項
並
び
に
附
則
第
四
条
の
規
定
は
、
法
附

則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
七
条
第

一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
及
び
法
第

十
一
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
消
費
者
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た
権
限
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
」
と
、
同
項

た
だ
し
書
中
「
消
費
者
庁
長
官
又
は
農
林
水
産
大
臣
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
二
項
中
「
内
閣
総
理
大
臣
又
は
農
林
水
産
大

臣
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
同
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
（
同
項
第
一
号
又

は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
」
と
、
「

農
林
水
産
大
臣
に
（
当
該
事
務
が
法
第
四
条
、
第
八
条
又
は
第
九
条
の
規
定
の
施
行
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
内
閣
府
令
・
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
消
費
者
庁
長
官
及
び
農
林
水
産
大
臣
に
）
」
と

あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
に
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
消
費
者
庁
長
官
若
し
く
は
農
林
水
産
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
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水
産
大
臣
」
と
す
る
。

（
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
百
二
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
二
十
二
の
二

米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法

律
第
二
十
六
号
）

（
消
費
者
庁
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

消
費
者
庁
組
織
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
二
十
六
号

）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
米
穀
等
の
産
地
の
伝
達
（
酒
類
の
販
売
、
輸

入
、
加
工
、
製
造
又
は
提
供
の
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。


